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(57)【要約】
【課題】アウト口に入球する遊技球の動作のバリエーシ
ョンが多く、趣向性が高い遊技機を提供する。
【解決手段】本発明の遊技機では、アウト口として、遊
技領域Ｒ１の最下部近傍のアウト口４４，４５等以外に
、左サイド役物５０にもアウト口５６が設けられている
ので、遊技球が遊技領域Ｒ１の最下端部に到達する前に
、突然、アウト口５６に入球して遊技領域Ｒ１から消え
るという動作が加わり、アウト口に入球する遊技球の動
作のバリエーションが従来より多くなる。しかも、左サ
イド役物５０には第１入賞口５７も設けられているので
、アウト口５６に入球しそうになった遊技球が第１入賞
口５７に入賞して特典を得られることもあり、緊張感と
安堵感とを遊技者に付与して趣向性が高い遊技を楽しむ
ことができる。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が流下可能な遊技領域を前面に備えた遊技板と、
　前記遊技板の前面から突出し、前記遊技領域を包囲する領域包囲壁と、
　前記領域包囲壁の左上部に形成され、遊技球を前記遊技領域に進入させるための進入口
と、
　前記領域包囲壁の左側の内側面に隣接配置されて、前記領域包囲壁伝いに流下してくる
遊技球がそのまま最下部まで流下することを禁止するサイド役物突部と、
　前記サイド役物突部の側面に開口し、前記遊技領域を流下する遊技球を受け入れて前記
遊技者に特典を付与するサイド入賞口とを備え、
　前記領域包囲壁のうち前記進入口に位置する端部を進入端部とし、
　前記サイド入賞口の開口縁のうち前記進入端部から離れた側の第１開口縁に連なりかつ
その第１開口縁より上方に位置しかつ遊技球の直径以上の空隙を有しない第１拡張部材を
備えている場合には、その第１拡張部材のうち前記第１開口縁から最も離れた端部を第１
特別端部とする一方、前記第１拡張部材を備えていない場合には、前記第１開口縁を第１
特別端部とし、
　前記進入端部と前記第１特別端部とを結ぶ線分を領域境界線分とすると、
　前記遊技領域のうち前記領域境界線分と前記領域包囲壁と前記サイド役物突部とに囲ま
れた特別領域に臨んで開口し、前記特別領域を流下する遊技球を受け入れて前記遊技者に
特典は付与しないサイドアウト口を、前記サイド役物突部の側面に備えたことを特徴とす
る遊技機。
【請求項２】
　前記サイド入賞口の開口縁のうち前記進入端部に近い側の第２開口縁に連なりかつ前記
サイドアウト口における前記サイド入賞口側の開口縁より上方に位置しかつ遊技球の直径
以上の空隙を有しない第２拡張部材を備えている場合には、その第２拡張部材のうち前記
第２開口縁から最も離れた端部を第２特別端部とし、前記第２拡張部材を備えていない場
合には、前記サイドアウト口における前記サイド入賞口側の開口縁を第２特別端部とする
と、
　前記第２特別端部と前記第１特別端部とを結ぶ入賞境界線分は、１３ｍｍ以下であるこ
とを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記サイド入賞口の開口部と前記サイドアウト口の開口部とがＶ字或いはＵ字の２辺に
沿うように配置されていることを特徴とする請求項１又は２に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記サイド入賞口の開口部と前記サイドアウト口の開口部とが、逆Ｖ字或いは逆Ｕ字の
２辺に沿うように配置されていることを特徴とする請求項１又は２に記載の遊技機。
【請求項５】
　前記サイド入賞口の開口部と前記サイドアウト口の開口部とが平行又は面一に配置され
ていることを特徴とする請求項１又は２に記載の遊技機。
【請求項６】
　前記サイド入賞口の開口縁のうち前記進入端部に近い側の第２開口縁に連なりかつ前記
サイドアウト口における前記サイド入賞口側の開口縁より上方に位置しかつ遊技球の直径
以上の空隙を有しない第２拡張部材を備えている場合には、その第２拡張部材のうち前記
第２開口縁から最も離れた端部を第２特別端部とし、前記第２拡張部材を備えていない場
合には、前記サイドアウト口における前記サイド入賞口側の開口縁を第２特別端部とする
と、
　前記第２特別端部と前記第１特別端部とを結ぶ入賞境界線分は、５５ｍｍを超え、１３
５ｍｍ以下であると共に、前記サイド入賞口を開閉する開閉扉を備えていることを特徴と
する請求項１に記載の遊技機。
【請求項７】
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　前記サイドアウト口及び前記サイド入賞口は、前記サイド役物突部の側面に開口しかつ
隣り合わせに配置されていることを特徴とする請求項１乃至６の何れか１の請求項に記載
の遊技機。
【請求項８】
　前記サイド役物突部の側面には、
　前記サイド役物突部の上端に位置して、横方向の一端が前記領域包囲壁に隣接し、他端
に向かって下るように傾斜した上端傾斜部と、
　前記上端傾斜部の前記他端の隣で湾曲して前記上端傾斜部より下方に位置する側面湾曲
部とが備えられ、
　前記側面湾曲部に前記サイドアウト口及び前記サイド入賞口が配置されていることを特
徴とする請求項１乃至７の何れか１の請求項に記載の遊技機。
【請求項９】
　前記遊技板の前面から起立した複数の釘を、前記側面湾曲部の上方でかつ前記上端傾斜
部の斜め下方となる位置から前記遊技領域の横方向中央側に向かって下るように並べてな
る延長釘道と、
　前記延長釘道を構成する釘同士又は前記釘と前記上端傾斜部とが遊技球１個以上、１．
５個未満の大きさで離間してなる転落部と、が備えられ、
　前記拡張部材の少なくとも一部が前記延長釘道の少なくとも一部によって構成されてい
ることを特徴とする請求項８に記載の遊技機。
【請求項１０】
　前記サイドアウト口は、前記転落部の真下となる位置より前記遊技領域の横方向中央か
ら離れる側に配置される一方、前記サイド入賞口は、前記転落部の真下となる位置より前
記遊技領域の横方向中央側に配置されていることを特徴とする請求項９に記載の遊技機。
【請求項１１】
　前記側面湾曲部内への遊技球の流入部が、前記転落部を除いて前記延長釘道により閉塞
されていることを特徴とする請求項９又は１０に記載の遊技機。
【請求項１２】
　前記延長釘道は、前記サイド役物突部より前記遊技領域の横方向中央側に延ばされると
共に、前記サイド役物突部から離れた位置にも前記転落部が備えられていることを特徴と
する請求項９乃至１１の何れか１の請求項に記載の遊技機。
【請求項１３】
　前記サイド役物突部より前記遊技領域の横方向中央側に離れた位置に前記遊技板の前面
から突出した役物突部を設け、前記役物突部の側面における一部に前記サイド役物突部側
の斜め上方を向いて開口した前記入賞口としての中間入賞口が備えられたことを特徴とす
る請求項１２に記載の遊技機。
【請求項１４】
　前記中間入賞口は前記延長釘道の下方となる位置に設けられたことを特徴とする請求項
１３に記載の遊技機。
【請求項１５】
　前記中間入賞口は、前記役物突部の側面の他の部分が、前記延長釘道上の遊技球の転動
面の一部に組み込まれている請求項１３又は１４に記載の遊技機。
【請求項１６】
　前記遊技領域には、前記遊技板の前面から突出した釘と、前記釘を遊技球の直径以上の
空隙を空けずに複数並べてなる釘壁とが複数備えられ、前記第１拡張部材の少なくとも一
部が前記釘又は前記釘壁で構成されている請求項１乃至１５の何れか１の請求項に記載の
遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技領域を包囲する領域包囲壁により、遊技球が、遊技領域の最下部近傍に
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配置されたアウト口へと案内される遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の遊技機では、遊技領域の側部を流下し、その側部の下方で領域包囲壁に
到達した遊技球は、領域包囲壁によって遊技領域の最下端部のアウト口まで案内される構
造になっている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－１３６２６５号公報（図４）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記した従来の遊技機では、遊技領域に配置する遊技部材の大型化に伴
いその他の入賞口を有する入賞部材等の配置の制約が多くなってきた。
【０００５】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、入賞部材の効率的な配置を可能とした遊
技機の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するためになされた請求項１の発明は、遊技球が流下可能な遊技領域を
前面に備えた遊技板と、前記遊技板の前面から突出し、前記遊技領域を包囲する領域包囲
壁と、前記領域包囲壁の左上部に形成され、遊技球を前記遊技領域に進入させるための進
入口と、前記領域包囲壁の左側の内側面に隣接配置されて、前記領域包囲壁伝いに流下し
てくる遊技球がそのまま最下部まで流下することを禁止するサイド役物突部と、前記サイ
ド役物突部の側面に開口し、前記遊技領域を流下する遊技球を受け入れて前記遊技者に特
典を付与するサイド入賞口とを備え、前記領域包囲壁のうち前記進入口に位置する端部を
進入端部とし、前記サイド入賞口の開口縁のうち前記進入端部から離れた側の第１開口縁
に連なりかつその第１開口縁より上方に位置しかつ遊技球の直径以上の空隙を有しない第
１拡張部材を備えている場合には、その第１拡張部材のうち前記第１開口縁から最も離れ
た端部を第１特別端部とする一方、前記第１拡張部材を備えていない場合には、前記第１
開口縁を第１特別端部とし、前記進入端部と前記第１特別端部とを結ぶ線分を領域境界線
分とすると、前記遊技領域のうち前記領域境界線分と前記領域包囲壁と前記サイド役物突
部とに囲まれた特別領域に臨んで開口し、前記特別領域を流下する遊技球を受け入れて前
記遊技者に特典は付与しないサイドアウト口を、前記サイド役物突部の側面に備えたこと
を特徴とする遊技機である。
【０００７】
　このように本発明の遊技機では、遊技領域を包囲する領域包囲壁のうち最下部から離れ
た左側の内側面に隣接配置されたサイド役物突部により、領域包囲壁伝いに流下してくる
遊技球がそのまま最下部まで流下することが禁止される。そして、アウト口として、遊技
領域の最下部近傍のアウト口以外に、サイド役物突部にサイドアウト口が設けられている
ので、遊技球が遊技領域の最下端部に到達する前に球詰まりする可能性を抑制しながらサ
イド入賞口を有するサイド役物突部を効率よく配置することが可能となる。また、遊技球
が遊技領域の最下端部に到達する前に、突然、サイドアウト口に入球して遊技領域から消
えるという動作が加わり、アウト口に入球する遊技球の動作のバリエーションが従来より
多くなる。しかも、サイド役物突部には、サイド入賞口も設けられているので、サイドア
ウト口に入球しそうになった遊技球がサイド入賞口に入賞して特典を得られることもあり
、緊張感と安堵感とを遊技者に付与して趣向性が高い遊技を楽しむことができる。
【０００８】
　請求項２の発明は、前記サイド入賞口の開口縁のうち前記進入端部に近い側の第２開口
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縁に連なりかつ前記サイドアウト口における前記サイド入賞口側の開口縁より上方に位置
しかつ遊技球の直径以上の空隙を有しない第２拡張部材を備えている場合には、その第２
拡張部材のうち前記第２開口縁から最も離れた端部を第２特別端部とし、前記第２拡張部
材を備えていない場合には、前記サイドアウト口における前記サイド入賞口側の開口縁を
第２特別端部とすると、前記第２特別端部と前記第１特別端部とを結ぶ入賞境界線分は、
１３ｍｍ以下であることを特徴とする請求項１に記載の遊技機である。この構成によれば
、サイド入賞口を、パチンコ遊技機における、所謂、普通入賞口として利用することが可
能となる。
【０００９】
　請求項３の発明は、前記サイド入賞口の開口部と前記サイドアウト口の開口部とがＶ字
或いはＵ字の２辺に沿うように配置されていることを特徴とする請求項１又は２に記載の
遊技機である。
【００１０】
　請求項４の発明は、前記サイド入賞口の開口部と前記サイドアウト口の開口部とが、逆
Ｖ字或いは逆Ｕ字の２辺に沿うように配置されていることを特徴とする請求項１又は２に
記載の遊技機である。
【００１１】
　請求項５の発明は、前記サイド入賞口の開口部と前記サイドアウト口の開口部とが平行
又は面一に配置されていることを特徴とする請求項１又は２に記載の遊技機である。
【００１２】
　請求項６の発明は、前記サイド入賞口の開口縁のうち前記進入端部に近い側の第２開口
縁に連なりかつ前記サイドアウト口における前記サイド入賞口側の開口縁より上方に位置
しかつ遊技球の直径以上の空隙を有しない第２拡張部材を備えている場合には、その第２
拡張部材のうち前記第２開口縁から最も離れた端部を第２特別端部とし、前記第２拡張部
材を備えていない場合には、前記サイドアウト口における前記サイド入賞口側の開口縁を
第２特別端部とすると、前記第２特別端部と前記第１特別端部とを結ぶ入賞境界線分は、
５５ｍｍを超え、１３５ｍｍ以下であると共に、前記サイド入賞口を開閉する開閉扉を備
えていることを特徴とする請求項１に記載の遊技機である。この構成によれば、サイド入
賞口を、パチンコ遊技機における所謂、大入賞口として利用することが可能となる。
【００１３】
　請求項７の発明は、前記サイドアウト口及び前記サイド入賞口は、前記サイド役物突部
の側面に開口しかつ隣り合わせに配置されていることを特徴とする請求項１乃至６の何れ
か１の請求項に記載の遊技機である。
【００１４】
　請求項８の発明は、前記サイド役物突部の側面には、前記サイド役物突部の上端に位置
して、横方向の一端が前記領域包囲壁に隣接し、他端に向かって下るように傾斜した上端
傾斜部と、前記上端傾斜部の前記他端の隣で湾曲して前記上端傾斜部より下方に位置する
側面湾曲部とが備えられ、前記側面湾曲部に前記サイドアウト口及び前記サイド入賞口が
配置されていることを特徴とする請求項１乃至７の何れか１の請求項に記載の遊技機であ
る。
【００１５】
　この構成によれば、サイド役物突部の上端傾斜部を遊技球が転動すると、サイドアウト
口及びサイド入賞口に入球し易くなり、上端傾斜部からサイドアウト口又はサイド入賞口
に遊技球が入球する動作を楽しむことが可能となる。また、遊技球がサイドアウト口とサ
イド入賞口との何れかに入球するかが直前まで分からず、趣向性が高まる。
【００１６】
　請求項９の発明は、前記遊技板の前面から起立した複数の釘を、前記側面湾曲部の上方
でかつ前記上端傾斜部の斜め下方となる位置から前記遊技領域の横方向中央側に向かって
下るように並べてなる延長釘道と、前記延長釘道を構成する釘同士又は前記釘と前記上端
傾斜部とが遊技球１個以上、１．５個未満の大きさで離間してなる転落部と、が備えられ
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、前記拡張部材の少なくとも一部が前記延長釘道の少なくとも一部によって構成されてい
ることを特徴とする請求項８に記載の遊技機である。
【００１７】
　この構成によれば、遊技球が延長釘道の転落部から落下してサイドアウト口に入球する
か、延長釘道を終端まで転動して中央アウト口に入球する場合があり、アウト口に入球す
る遊技球の動作のバリエーションを増やすことが可能となる。
【００１８】
　請求項１０の発明は、前記サイドアウト口は、前記転落部の真下となる位置より前記遊
技領域の横方向中央から離れる側に配置される一方、前記サイド入賞口は、前記転落部の
真下となる位置より前記遊技領域の横方向中央側に配置されていることを特徴とする請求
項９に記載の遊技機である。これにより、転落部から真下に落下した遊技球が、サイドア
ウト口かサイド入賞口かにランダムに分かれて入球し、趣向性を高めることが可能となる
。
【００１９】
　請求項１１の発明は、前記側面湾曲部内への遊技球の流入部が、前記転落部を除いて前
記延長釘道により閉塞されていることを特徴とする請求項９又は１０に記載の遊技機であ
る。この構成により、転落部から転落した遊技球は、サイドアウト口かサイド入賞口かの
何れかに必ず入球することが可能となる。
【００２０】
　請求項１２の発明は、前記延長釘道は、前記サイド役物突部より前記遊技領域の横方向
中央側に延ばされると共に、前記サイド役物突部から離れた位置にも前記転落部が備えら
れていることを特徴とする請求項９乃至１１の何れか１の請求項に記載の遊技機である。
この構成によれば、遊技領域の下部中央側に向かう遊技球の動作のバリエーションを増や
すことが可能となる。
【００２１】
　請求項１３の発明は、前記サイド役物突部より前記遊技領域の横方向中央側に離れた位
置に前記遊技板の前面から突出した役物突部を設け、前記役物突部の側面における一部に
前記サイド役物突部側の斜め上方を向いて開口した前記入賞口としての中間入賞口が備え
られたことを特徴とする請求項１２に記載の遊技機である。この構成によれば、サイド役
物突部から離れた位置の転落部から転落した遊技球が、中間入賞口に入賞することが可能
となる。
【００２２】
　請求項１４の発明は、前記中間入賞口は前記延長釘道の下方となる位置に設けられたこ
とを特徴とする請求項１３に記載の遊技機である。
【００２３】
　請求項１５の発明は、前記役物突部の側面の他の部分が、前記延長釘道上の遊技球の転
動面の一部に組み込まれていることを特徴とする請求項１３又は１４に記載の遊技機であ
る。この構成によれば、役物突部の有効利用を図ることが可能となる。
【００２４】
　請求項１６の発明は、前記遊技領域には、前記遊技板の前面から突出した釘と、前記釘
を遊技球の直径以上の空隙を空けずに複数並べてなる釘壁とが複数備えられ、前記第１拡
張部材の少なくとも一部が前記釘又は前記釘壁で構成されている請求項１乃至１５の何れ
か１の請求項に記載の遊技機である。この構成では、釘又は釘壁によってサイド入賞口の
実質的な開口幅を特定することが可能となる。
【発明の効果】
【００２５】
　サイド入賞口を有するサイド役物突部を効率よく配置することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の一実施形態に係る遊技板の正面図
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【図２】遊技板の斜視図
【図３】遊技板の斜視図
【図４】表示枠体の斜視図
【図５】表示枠体の一部拡大の斜視図
【図６】遊技領域の下部の斜視図
【図７】遊技領域の下部及び左側部の斜視図
【図８】左サイド役物の斜視図
【図９】遊技領域の下部における左側部分の正面図
【図１０】遊技領域の下部における左側部分の正面図
【図１１】役物突部の正面図
【図１２】遊技領域の左側部の正面図
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明を適用したパチンコ遊技機（本発明の「遊技機」に相当し、以下、単に「
遊技機」という。）に係る一実施形態を、図１～図９に基づいて説明する。図１には、遊
技機の遊技板１１が示されている。遊技板１１は、前側から見ると、四角形の上側両角部
を斜めにカットした形状をなし、例えば、透明な樹脂で構成されている。以下、遊技板１
１を前側から見たときの「右」及び「左」を、単に「右」及び「左」ということとして説
明を続ける。
【００２８】
　遊技板１１の縦横の長さは略同一（正確には、若干縦長）になっていて、遊技板１１の
中央には表示窓１２が形成されている。表示窓１２は、遊技板１１の縦横の長さの半分程
度の直径の円における右上の略１／４円弧を全体的に僅かに内側に凹ませて蛇行させた形
状をなしている。なお、その蛇行部分は、上側部分が表示窓１２の外側に膨らむ一方、下
側部分が表示窓１２の内側に膨らんだ形状をなしている。
【００２９】
　図２に示すように、遊技板１１の前面のうち表示窓１２の開口縁からは役物包囲壁１４
が起立している。また、遊技板１１の前面には、役物包囲壁１４を包囲するように領域包
囲壁３０が備えられ、領域包囲壁３０の内側全体が本発明に係る遊技領域Ｒ１になってい
る。
【００３０】
　具体的には、遊技領域Ｒ１に遊技球を打ち込むための円弧状の第１ガイドレール３１が
、遊技板１１の下辺部の左寄り位置から、左辺部の中央位置と、上部の横方向中央位置と
を通って、右側部の上寄り位置まで延びている。また、第１ガイドレール３１に対し、進
入通路Ｒ２を挟んで右側から対向するように第２ガイドレール３２が設けられ、その第２
ガイドレール３２は、遊技板１１の下辺部において第１ガイドレール３１より右側にずれ
た位置から左上方に直線上に延び、途中から第１ガイドレール３１に沿った円弧状に湾曲
して遊技板１１の左側部の上寄り位置まで延びている。
【００３１】
　また、第２ガイドレール３２の上端から下端寄り位置の円弧形状部分の内側には、第３
ガイドレール３３の一部が重ねられている（第２ガイドレール３２と第３ガイドレール３
３の少なくとも一部は一体的に構成されている）。第３ガイドレール３３の一端は、遊技
板１１の左側上部において第２ガイドレール３２の上端部に重ねられ、第３ガイドレール
３３の他端部は、遊技板１１の右側部において第１ガイドレール３１の終端部に隣接配置
されている。そして、この第３ガイドレール３３と後述する可撓片３４と第１ガイドレー
ル３１のうち進入口Ｒ３より上側部分とによって、前記した領域包囲壁３０が構成されて
いる。
【００３２】
　第２ガイドレール３２の上端部と第１ガイドレール３１との間は、遊技領域Ｒ１に対す
る遊技球の進入口Ｒ３をなし、第２ガイドレール３２の先端部から張り出した可撓片３４
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（図１参照）によって閉塞されている。そして、遊技機の前面に備えた図示しないハンド
ルを遊技者が操作する操作量に応じた強度で遊技球が発射されて進入通路Ｒ２を上昇し、
可撓片３４を変形させて遊技領域Ｒ１に進入する。また、可撓片３４により、遊技球が遊
技領域Ｒ１から進入通路Ｒ２に逆流することが規制されている。
【００３３】
　図１に示すように、第３ガイドレール３３の左側部分の下側は、遊技板１１の左側下部
で第２ガイドレール３２と重なっている状態から、第２ガイドレール３２から徐々に離れ
て遊技板１１の横方向の中央に向かって下っている。一方、第３ガイドレール３３の右側
部分は、第１ガイドレール３１の端部から右下に延びてから遊技板１１の右側部の下寄り
位置で左側に曲がり、遊技板１１の横方向の中央に向かって下っている。また、第３ガイ
ドレール３３の下部は、その横方向の中央部を除いた全体が連続した円弧状をなして緩や
かに湾曲していると共に、その曲率に比べて大きな曲率で横方向の中央部が下方に膨出す
るように湾曲して中央取込部３３Ａになっている。
【００３４】
　遊技領域Ｒ１には、複数の役物が備えられている。それら役物の１つであるセンター役
物３５の一部が、前述した役物包囲壁１４になっている。詳細には、遊技板１１には、表
示窓１２より僅かに大きな図示しない枠体取付孔が貫通形成されていて、そこに図４に示
した表示枠体１３が取り付けられている。表示枠体１３は、枠体取付孔に嵌合される嵌合
部１３Ａの前端部から側方に枠フランジ１５が複数箇所で張り出すと共に、その枠フラン
ジ１５より前方に役物包囲壁１４が突出した構造をなしている。そして、図２及び図３に
示すように、枠フランジ１５は、遊技板１１の前面に敷設されて、取付孔１５Ａに通した
ビス（図示せず）にて遊技板１１に固定されている。
【００３５】
　遊技板１１の後面には、表示窓１２を囲むように図示しない後方枠体が固定され、その
後方枠体の後部に取り付けられた図示しない表示装置の表示画面が表示窓１２を通して前
方から視認可能になっている。また、後方枠体の内側かつ表示画面の前方には、図示しな
い可動演出部材が組み付けられている。そして、遊技の進行状況に応じて所定の演出画像
が表示画面に表示されると共に、可動演出部材が表示画面の前側で所定の動作を行う。
【００３６】
　図４に示すように、役物包囲壁１４は、略均一の厚さで環状をなした環状壁１４Ａの外
側に、以下の上側枠外突部１８、流下樋１６、第１始動ゲート１７等を備えた構造になっ
ている。環状壁１４Ａの内面は、表示窓１２の形状で説明したように、右上の略１／４円
を除いた全体が円形（曲面）をなしている。また、環状壁１４Ａの内面は、左下部分と後
述する三角突起２０とを除き、滑らかになっている。さらに、環状壁１４Ａは、複数に分
割されている。
【００３７】
　上側枠外突部１８は、表示枠体１３における環状壁１４Ａの最上部の左隣に配置され、
三角形の山形をなしてその両裾部が環状壁１４Ａに接続された山形壁１８Ｂと、山形壁１
８Ｂと環状壁１４Ａとの間の壁間空間を前方から覆った前面カバー壁１８Ｃとからなる。
なお、図３に示すように、役物包囲壁１４のうち上側枠外突部１８より右側部分と第１ガ
イドレール３１との間は、遊技球が１つだけ通過可能な幅をなした上部通路Ｒ４になって
いる。
【００３８】
　図４に示すように、流下樋１６は、表示枠体１３の右側部に配置され、環状壁１４Ａに
外側から対向する対向壁１６Ｂと、その対向壁１６Ｂと環状壁１４Ａとに挟まれた流下路
１６Ａを前方から覆う前面カバー壁１６Ｃとからなる。そして、図３に示すように、対向
壁１６Ｂが第３ガイドレール３３に隣接配置され、上部通路Ｒ４を通って役物包囲壁１４
の右側を流下する遊技球は必ず流下樋１６内を通過する。また、流下樋１６の出口近傍に
は、上側枠外突部１８と同様の構造の右側枠外突部１９が環状壁１４Ａから突出している
。
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【００３９】
　第１始動ゲート１７は、表示枠体１３における左側部分の上下方向の中央に配置され、
図５に示すように、環状壁１４Ａに水平方向で対向する対向壁１７Ｂの前端部と環状壁１
４Ａの前端部との間を前面カバー壁１７Ｃで連絡した門形構造をなし、内側に検出スイッ
チ１７Ｓが組み込まれている。そして、第１始動ゲート１７を通過した遊技球が検出スイ
ッチ１７Ｓにて検出されるようになっている。また、第１始動ゲート１７の上隣と下隣に
は、左側枠外突部２１，２１が備えられている。左側枠外突部２１は、山形壁２１Ｂと前
面カバー壁２１Ｃとからなり、山形壁２１Ｂが異形山形状である以外は、上側枠外突部１
８と同じ構造をなしている。
【００４０】
　なお、図４に示すように、役物包囲壁１４の右下部分における右側枠外突部１９の下方
の２箇所と、左上部分の左側枠外突部２１の上側隣の１箇所とには、環状壁１４Ａを部分
的に外側に屈曲させてなる三角突起２０が形成されている。
【００４１】
　図５に示すように、環状壁１４Ａのうち下側の左側枠外突部２１の下端部から環状壁１
４Ａの最下端寄り位置に亘る範囲は、外側から外側付加壁２２によって覆われている。外
側付加壁２２の下端部は、環状壁１４Ａに接続され、外側付加壁２２の上端部と環状壁１
４Ａとの間は、遊技球が１つずつ通過可能な間隔が開いている。そして、外側付加壁２２
と環状壁１４Ａとの間の壁間空間２３Ａが、前面カバー壁２３により前方から覆われると
共に、枠フランジ１５により後方から覆われている。また、外側付加壁２２の上端部にお
ける壁間空間２３Ａへの進入部は、通過入口（以下ワープ入口）２３Ｋになっている。
【００４２】
　外側付加壁２２のうち上端部から中央寄り位置までは環状壁１４Ａと略平行に延びた外
対向部２４になっている。また、外側付加壁２２の下端部から中央寄り位置までは、下方
に向かって膨出した円弧形状の跳上規制突部２６になっている。さらに、外側付加壁２２
の中央部は、外対向部２４の下端と跳上規制突部２６の上端との間を連絡し、跳上規制突
部２６側に向かって徐々に環状壁１４Ａに接近する絞り部２５になっている。また、枠フ
ランジ１５には、絞り部２５と環状壁１４Ａとに挟まれた部分に、図示しない貫通孔が形
成されると共に、前面カバー壁２３のうち貫通孔との対向部分には、壁間空間２３Ａを流
下してきた遊技球を貫通孔へと誘導する図示しない誘導リブが形成されている。
【００４３】
　図４に示すように、前述した嵌合部１３Ａのうち表示枠体１３の左下部は、遊技球が１
つずつ流下可能な内部樋２７になっている。その内部樋２７の下端部は、役物包囲壁１４
の最下部下方において枠フランジ１５に開口した通過出口（以下ワープ出口）２８になっ
ている。そして、ワープ入口２３Ｋからワープ出口２８までの間がワープ流下路になって
いる。また、ワープ出口２８は、横長の四角形になっていて、その横方向の中央にガイド
溝２８Ａが備えられている。そして、ワープ流下路を通過した遊技球の大部分がガイド溝
２８Ａを通って排出される。
【００４４】
　なお、図５に示すように、外対向部２４には、壁間空間２３Ａ側に突出した複数の突部
２４Ａが形成されると共に、図４に示すように環状壁１４Ａにも壁間空間２３Ａ側に突出
した複数の突部１４Ｂが形成されると共に、内部樋２７にも複数の突部２７Ａが形成され
て、ワープ流下路内における遊技球の流下速度が抑えられるようになっている。また、ワ
ープ出口２８の右側部には、役物包囲壁１４から防護壁２９が垂下されている。
【００４５】
　図１に示すように、遊技領域Ｒ１のうちセンター役物３５の右下には、Ｖ確入賞装置３
６、右サイド役物３７、第２始動ゲート３８及び大入賞装置３９等の役物が設けられてい
る。図３に示すように、Ｖ確入賞装置３６は、流下樋１６の下方で遊技板１１の前面から
突出して第３ガイドレール３３に隣接し、回動扉３６Ｂによって開閉されるＶ確入賞口３
６Ａを備えた入賞装置となっている。右サイド役物３７は、Ｖ確入賞装置３６の下方で遊
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技板１１の前面から突出して第３ガイドレール３３に隣接し、アウト口３７Ａと普通入賞
口３７Ｂとを上下に並べて備えている。第２始動ゲート３８は、右サイド役物３７の左横
に配置され、門形構造をなして第１始動ゲート１７と同様に検出スイッチ３８Ａを内部に
備えている。大入賞装置３９は、第２始動ゲート３８の下方に配置され、横長の長方形の
大入賞口３９Ａを有し、その大入賞口３９Ａが回動扉３９Ｂにて開閉されるようになって
いる。
【００４６】
　図１に示すように、遊技領域Ｒ１の下部中央には、下部中央役物４１が設けられている
。図６に示すように、下部中央役物４１は、第１始動入賞口４２と第２始動入賞口４３と
を上下に並べて備えている。第１始動入賞口４２は、遊技板１１の前面から突出して上面
が開口したポケット構造をなし、ワープ出口２８におけるガイド溝２８Ａの真下に配置さ
れている。第２始動入賞口４３は、遊技板１１の前面に開口すると共に、回動扉４３Ａを
備え、第１始動入賞口４２に真下に位置している。回動扉４３Ａは、下端部を中心に回動
して第２始動入賞口４３を閉塞する起立姿勢と、第２始動入賞口４３を開放して遊技球を
第２始動入賞口４３に案内する傾斜姿勢とに切り替わる。
【００４７】
　第２始動入賞口４３の真下には、図示しないアウト口が備えられ、そのアウト口の両側
には図示しない１対の縦リブ４６Ｄ，４６Ｄが設けられている。縦リブ４６Ｄ，４６Ｄの
上端部は、第２始動入賞口４３の上下方向の中間に位置し、それら縦リブ４６Ｄ，４６Ｄ
の上端部から両側方に山形ガイド壁４６Ｃ，４６Ｃが延びている。各山形ガイド壁４６Ｃ
は横方向の中間部分に稜線を有する山形状をなしている。また、山形ガイド壁４６Ｃ，４
６Ｃのうち第２始動入賞口４３から離れた側の端部の下方には、遊技球の進入を規制する
規制壁４６Ａ，４６Ａが備えられている。さらに、下部中央役物４１には、第２始動入賞
口４３より右側の規制壁４６Ａに対して右側方から対向する外対向壁４６Ｅが備えられ、
それら対向する外対向壁４６Ｅと規制壁４６Ａとの間の上端開口がアウト口４４になって
いる。
【００４８】
　なお、下部中央役物４１の右横には、センター役物３５の右側の領域を通過して下部ま
で到達した遊技球を、下部中央役物４１におけるアウト口４４の上方に向けて案内する傾
斜レール４０が備えられている。
【００４９】
　図９に示すように、下部中央役物４１の左横には、アウト口４５が設けられている。そ
して、このアウト口４５と前述したアウト口４４と第２始動入賞口４３の下方の図示しな
いアウト口とが、本発明に係る「中央アウト口」になっている。アウト口４５は、遊技板
１１の前面における下端部に開口していて、下部中央役物４１における左端の規制壁４６
Ａと隣り合わせに配置されている。また、アウト口４５の左上方には、普通入賞装置４９
が備えられている。図６に示すように、普通入賞装置４９は、遊技板１１の前面から突出
し、左斜め上方に向かって開口した入賞口４９Ａ（本発明の「中間入賞口」に相当する）
を有する。また、普通入賞装置４９の上部には、右下に向かって下るように傾斜した上部
傾斜面４９Ｂが備えられている。なお、普通入賞装置４９のうち遊技板１１の前面から突
出した部分が、本発明に係る「役物突部」に相当する。
【００５０】
　図９に示すように遊技領域Ｒ１の下部の左側には、領域包囲壁３０に隣接させて左サイ
ド役物５０が設けられている。図７に示すように左サイド役物５０は、遊技板１１の前面
から突出しかつ第３ガイドレール３３の左側部に隣接したサイド役物突部５１の側面（突
出方向に対する側部側（側部周り））にアウト口５６と第１及び第２の入賞口５７，５８
とを備えた構造をなしている。また、この左サイド役物５０のアウト口５６と前述の右サ
イド役物３７のアウト口３７Ａとが、本発明に係る「サイドアウト口」に相当し、左サイ
ド役物５０の第１及び第２の入賞口５７，５８と、右サイド役物３７の普通入賞口３７Ｂ
とが、本発明に係る「サイド入賞口」に相当する。詳細には、サイド役物突部５１の側面
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には、サイド役物突部５１の上端に位置して、横方向の左端部が第３ガイドレール３３に
隣接し、右側に向かって下るように傾斜した上端傾斜部５２と、上端傾斜部５２の右側下
方で湾曲しかつ途中から右端部までが水平になった側面湾曲部５３と、側面湾曲部５３の
右側端部から下方に屈曲した中央向側部５４とが備えられている。また、サイド役物突部
５１の前面は全体が前面カバー５５によって覆われている。
【００５１】
　図８に示すように、アウト口５６は、側面湾曲部５３のうち上端傾斜部５２の端部から
垂下された部分の下端部に開口して斜め上方を向いている。また、第１入賞口５７は、側
面湾曲部５３のうち水平になった部分におけるアウト口５６寄りの位置に開口して上方を
向いている。つまり、アウト口５６の開口面（本発明の「開口部」に相当する）と第１入
賞口５７の開口面（本発明の「開口部」に相当する）とは、Ｖ字或はＵ字の２辺に（下端
部から左右に分かれて）沿うように配置されている。さらには、第２入賞口５８は、側面
湾曲部５３の端部から中央向側部５４の下端寄り位置に亘る範囲に開口して斜め上方を向
いている。なお、サイド役物突部５１のうちアウト口５６と第１入賞口５７と区画する部
分の上端部は、円弧面５３Ａになっている。また、本実施例ではアウト口５６の開口面と
第１入賞口５７の開口面は、Ｖ字或はＵ字の２辺に（下端部から左右に分かれて）沿うよ
うに配置されているが、逆Ｖ字或いは逆Ｕ字の２辺に沿うように配置してもよく、平行又
は面一に配置してもよい。
【００５２】
　図１に示すように、遊技領域Ｒ１には、複数の釘Ｎが分散配置されている。釘Ｎは、金
属製であって、図７に示すように断面円形のシャフト部Ｎ１の一端にシャフト部Ｎ１より
大径のヘッド部Ｎ２を備えた形状をなしている。また、図１に示すように、複数の釘Ｎの
うち一部の釘Ｎは、一列に並んで釘道を構成している。具体的には、センター役物３５の
左側方には、第３ガイドレール３３側（隣接する位置）からワープ入口２３Ｋに向かって
下るように傾斜したワープ案内釘道６４が備えられ、そのワープ案内釘道６４より遊技球
１～２個分離れた下方には、同じく第３ガイドレール３３側（隣接する位置）からワープ
入口２３Ｋの下端部に向かって下るように傾斜した風車案内釘道６５が備えられている。
また、これらワープ案内釘道６４及び風車案内釘道６５には、それらを構成する釘Ｎ同士
が遊技球１個分の間隔を明けて離れた転落部が複数備えられ、一部の遊技球は、転落部を
通って下方に流下する。
【００５３】
　風車案内釘道６５の下端先方には風車６３が設けられ、その風車６３の回転中心の右下
となる位置から下部中央役物４１の左上近傍位置に亘って第１下部釘道６０が直線状に延
びている。図９に示すように、風車６３は、遊技板１１の前面から突出したシャフト６３
Ｓに回転可能に支持されると共に、回転中心から径方向に張り出して遊技球を受ける複数
の回動片６３Ａを備えている。そして、風車案内釘道６５（図１参照）上を流下してきた
遊技球が、風車６３のうち回動中心より右側に位置する回動片に当接して風車６３が右回
りに回転し、その遊技球がほとんど第１下部釘道６０上へと案内される。
【００５４】
　第１下部釘道６０は、直線状に延び、右下がりに傾斜している。また、第１下部釘道６
０は、表示枠体１３における枠フランジ１５の縁部に隣接配置され、その枠フランジ１５
の縁部と第１下部釘道６０が延びる方向とが略平行になっている。さらには、第１下部釘
道６０は、役物包囲壁１４の内面の最下端位置を通過する水平線Ｌ１（図９参照）と交差
するように配置されている。
【００５５】
　また、第１下部釘道６０は、上方から役物包囲壁１４の外側付加壁２２が対向していて
、その外側付加壁２２における跳上規制突部２６が第１下部釘道６０に最も接近し、それ
らの間の最短距離は、遊技球１．５個分以上２個分未満になっている。詳細には、第１下
部釘道６０を構成する複数の釘Ｎのシャフト部Ｎ１（図７参照）に共通して上方から接す
る面と、跳上規制突部２６との間の距離が、遊技球１．５個分以上２個分未満になってい
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る。そして、跳上規制突部２６のうち第１下部釘道６０との最接近位置Ｐ１より左側部分
のガイド斜面２６Ａと右側部分である退避斜面２６Ｂとが、最接近位置Ｐ１から離れるに
従って第１下部釘道６０から遠ざかるように傾斜している。また、第１下部釘道６０には
、その第１下部釘道６０を構成する釘Ｎ同士を、遊技球１個以上、１．５個未満の大きさ
（より詳細には、遊技球が丁度１つ通過する大きさ）で離間させた転落部６０Ａ，６０Ｂ
が形成されている。そして、一方の転落部６０Ａは、第１下部釘道６０のうちガイド斜面
２６Ａにおける最接近位置Ｐ１から離れた側の端部の略対向する位置に配置され、他方の
転落部６０Ｂは、退避斜面２６Ｂにおける最接近位置Ｐ１から離れた側の端部の真下とな
る位置に配置されている。
【００５６】
　第１下部釘道６０の下方には、第１下部釘道６０と平行に延びた第２下部釘道６１が備
えられている。第２下部釘道６１は、本発明に係る「延長釘道」に相当し、左サイド役物
５０における上端傾斜部５２の右下方から隣接する位置から下部中央役物４１の左近傍位
置に亘って直線状に延びている。また、第２下部釘道６１には、第１下部釘道６０の転落
部６０Ａ，６０Ｂと同様の転落部６１Ａ（本発明の「流入部」に相当する），６１Ｂ，６
１Ｃ等が形成され、転落部６１Ａは第２下部釘道６１の上端に位置し、転落部６１Ｂ，６
１Ｃは、左サイド役物５０と普通入賞装置４９との中間に位置している。また、第２下部
釘道６１と、左サイド役物５０における側面湾曲部５３と中央向側部５４との境界部分と
の間は、遊技球１つ未満の大きさをなしている。これにより、転落部６１Ａを通過した遊
技球が必ず側面湾曲部５３に配置されたアウト口５６又は第１入賞口５７（図７参照）に
入球する。また、普通入賞装置４９の上部傾斜面４９Ｂは、第２下部釘道６１の上面（第
２下部釘道６１を構成する複数の釘Ｎのシャフト部Ｎ１（図７参照）に共通して上方から
接する面）と略面一に配置されている。これにより、普通入賞装置４９の上部傾斜面４９
Ｂが第２下部釘道６１の一部としても利用でき、普通入賞装置４９の有効利用が図られる
。
【００５７】
　本実施形態の遊技機が有する遊技板１１の構造に関する説明は以上である。次に、この
遊技板１１を利用した遊技内容について簡単に説明する。遊技球は、遊技者によるハンド
ルの操作量に応じた発射強度で遊技領域Ｒ１に、順次、打ち込まれて、センター役物３５
に左側か右側を流下する。そして、その遊技球が第１又は第２の始動ゲート１７，３８を
通過すると、所謂、普図当否判定が行われ、その当否判定結果が当りになると、第２始動
入賞口４３が所定期間だけ開く。また、遊技球が第１又は第２の始動入賞口４２，４３に
入賞すると、所謂、特図当否判定が行われ、その当否判定結果が当りになると、Ｖ確入賞
装置３６の回動扉３６Ｂが開く動作か、大入賞口３９Ａが開く動作の何れかが複数回（そ
の１回を通常、１ラウンドという）に亘って行う大当り遊技が実施される。遊技者は、こ
の大当り遊技が実施されることを目指し、第１及び第２の始動ゲート１７，３８及び第１
及び第２の始動入賞口４２，４３に遊技球が入賞することを願って遊技球を遊技領域Ｒ１
に打ち込む。
【００５８】
　また、遊技板１１における入賞口、即ち、図７に示した第１及び第２の入賞口５７，５
８、及び、図３に示した第１及び第２の始動入賞口４２，４３、Ｖ確入賞口３６Ａ、普通
入賞口３７Ｂ、大入賞口３９Ａ、入賞口４９Ａの何れかに遊技球が入球した場合（即ち、
入賞した場合）、その遊技球は遊技板１１の後側に取り込まれると共に、所定数の遊技球
（所謂、賞球）の払い出しという特典が遊技者に付与される。一方、遊技板１１における
アウト口、即ち、図３及び図７に示したアウト口３７Ａ，４４，４５，５６と下部中央役
物４１の内部の図示しないアウト口の何れに遊技球が入球した場合は、特典は付与されず
に遊技球が遊技板１１の後側に取り込まれる。
【００５９】
　本実施形態の遊技機の構成に関する説明は以上である。次に、この遊技機の作用効果に
ついて説明する。複数の遊技球がセンター役物３５の左側を流下すると、それら遊技球の
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うちの一部の遊技球は、図１に示した風車案内釘道６５に案内されて第１下部釘道６０に
到達し、その第１下部釘道６０上を転動して下部中央役物４１に向かう。このとき、図９
に示すように、遊技球が第１下部釘道６０上で弾みながら転動することがある。
【００６０】
　詳細には、本実施形態のセンター役物３５の役物包囲壁１４は略円形になっているが、
その役物包囲壁１４の内側の図示しない表示画面は略四角形になっている。このため、四
角形の役物包囲壁を有したセンター役物に比べ、本実施形態のように略円形の役物包囲壁
１４を有したセンター役物３５は大きくなる。特に左右方向の中心部分において、センタ
ー役物３５の下方に役物を配置しようとすると幅が少ないので配置の制約が大きくなる。
そのため中心からズレた左右側の第１下部釘道６０とセンター役物３５との間は上方にな
るほど開く構成になってしまう。それ故、センター役物３５の下方の第１下部釘道６０と
下部中央役物４１の配置の関係上、第１下部釘道６０上で遊技球が弾みすぎたりすること
で、センター役物に当たったりして安定して下部中央役物に遊技球を案内する機能を果た
さない場合があった。
【００６１】
　これに対し、本実施形態の遊技機では、図９に示すように、第１下部釘道６０に対向す
る跳上規制突部２６が備えられ、その跳上規制突部２６には、第１下部釘道６０の下流側
に向かうに従って徐々に接近するガイド斜面２６Ａが備えられているので、遊技球の弾み
量が徐々に抑えられて安定する。そして、遊技球は、跳上規制突部２６を通過してから安
定した状態で第１下部釘道６０によって下部中央役物４１側に向けて案内されるため、下
部中央役物４１への入賞率もある程度安定させることが可能となる。また、跳上規制突部
２６は、円弧状に膨出した形状になっているので、遊技球が跳上規制突部２６をスムーズ
に通過する。さらには、第１下部釘道６０には転落部６０Ａ，６０Ｂが形成されているが
、それら転落部６０Ａ，６０Ｂは、第１下部釘道６０のうち跳上規制突部２６と最も接近
した位置より上流側と下流側とに離して配置されているので跳上規制突部２６による第１
下部釘道６０上の遊技球の安定化が転落部６０Ａ，６０Ｂによって妨げられることも少な
い。さらに、跳上規制突部２６付近は、下流側に向かうに従って第１下部釘道６０とガイ
ド斜面２６Ａとが徐々に接近するので、遊技球が詰まる虞があるが、上流側に転落部６０
Ａを配置することにより一部の遊技球は転落部６０Ａから落下し、遊技球の詰まる虞は低
減する。また、第１下部釘道６０上の遊技球を安定させる跳上規制突部２６を有した外側
付加壁２２によってワープ流下路が形成され、外側付加壁２２の有効利用が図られる。
【００６２】
　さて、図１に示した風車案内釘道６５の転落部から転落した遊技球は、第３ガイドレー
ル３３に案内されて下方に向かうことがある。これに対し、本実施形態の遊技機では、第
３ガイドレール３３のうち最下部から離れた部分（左右方向の中心からズレた位置）に左
サイド役物５０が隣接配置されているので、第３ガイドレール３３伝いに流下してくる遊
技球がそのまま最下部まで流下することがなくなり、左サイド役物５０の上端傾斜部５２
に当接して、第３ガイドレール３３から離れて遊技領域Ｒ１の下部中央側に向かう。そし
て、遊技球は、第２下部釘道６１に移動して下部中央役物４１側に向かう。その際、第２
下部釘道６１の上端の転落部６１Ａから遊技球が転落すると、その遊技球は、側面湾曲部
５３と第２下部釘道６１とに挟まれた領域から出ることはなく、アウト口５６か第１入賞
口５７かの何れかに必ず入球する。また、それらアウト口５６と第１入賞口５７とは、転
落部６１Ａの真下となる位置に対して左側と右側とに分けて隣り合わせに配置されている
ので、転落部６１Ａから真下に落下した遊技球は、アウト口５６か第１入賞口５７かにラ
ンダムに分かれて入球し、それらの何れかに入球するかは直前まで分からないので、趣向
性が高い遊技を楽しめる。
【００６３】
　このように本実施形態の遊技機では、アウト口として、遊技領域Ｒ１の最下部近傍のア
ウト口４４，４５等以外に、左サイド役物５０にもアウト口５６が設けられているので、
遊技球が遊技領域Ｒ１の最下端部に到達する前に、突然、アウト口５６に入球して遊技領
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域Ｒ１から消えるという動作が加わり、アウト口に入球する遊技球の動作のバリエーショ
ンが従来より多くなる。しかも、左サイド役物５０には第１入賞口５７も設けられている
ので、アウト口５６に入球しそうになった遊技球が第１入賞口５７に入賞して特典を得ら
れることもあり、緊張感と安堵感とを遊技者に付与して趣向性が高い遊技を楽しむことが
できる。また、遊技領域Ｒ１の右側にも左サイド役物５０と同様にアウト口３７Ａと普通
入賞口３７Ｂを隣り合わせに備えた右サイド役物３７が設けられているので、遊技領域Ｒ
１の右サイドと左サイドの両方で、アウト口に入球する遊技球の動作のバリエーションが
増えて今までにない遊技を楽しむことができる。
【００６４】
　ところで、本実施形態の遊技機では、図１０に示すように、左サイド役物５０において
第１入賞口５７の左側にアウト口５６が設けられているが、第１入賞口５７の左側にアウ
ト口５６が設けられていない場合、第３ガイドレール３３のうちサイド役物突部５１より
上側部分と可撓片３４とが遊技球を第１入賞口５７に導入するためのガイドとして機能し
、過剰な量の遊技球が第１入賞口５７に入球することが懸念される。
【００６５】
　詳細には、一般的に、遊技板の前面から突出した役物突部の側面に入賞口が開口してい
た場合、入賞口の実質的な入口は、入賞口の開口縁に連なり、遊技球を入賞口に案内し得
る拡張部材によって特定されると考えることができる。その具体例として、図１１（Ａ）
～図１１（Ｄ）には、遊技板の前面から突出した役物突部９０の側面に入賞口９１が開口
し、その入賞口９１の幅方向の両側の開口縁に、遊技球を入賞口９１に案内し得る第１拡
張部材９２又は第２拡張部材９３が連なっている例が示されている。
【００６６】
　図１１（Ａ）及び図１１（Ｃ）に示すように、第１拡張部材９２は、入賞口９１の開口
縁の幅方向の一端側の第１開口縁９１Ｒに連なり、遊技球を入賞口９１に案内するために
、第１開口縁９１Ｒより上方に位置しかつ遊技球の直径以上の空隙を有しない構造（遊技
球を入賞口９１に誘導可能な構成）をなしている。これと同様に、図１１（Ａ）及び図１
１（Ｂ）に示すように、第２拡張部材９３は、入賞口９１の開口縁うち幅方向の他端側の
第２開口縁９１Ｌに連なり、その第２開口縁９１Ｌより上方に位置しかつ遊技球の直径以
上の空隙を有しない構造（遊技球を入賞口９１に誘導可能な構成）をなしている。
【００６７】
　ここで、図１１（Ａ）及び図１１（Ｃ）に示すように、第１拡張部材９２を備えている
場合には、その第１拡張部材９２のうち第１開口縁９１Ｒから最も離れた端部を第１特別
端部Ｐ１０とする一方、図１１（Ｂ）及び図１１（Ｄ）に示すように、第１拡張部材９２
を備えていない場合には、第１開口縁９１Ｒを第１特別端部Ｐ１０とし、図１１（Ａ）及
び図１１（Ｂ）に示すように第２拡張部材９３を備えている場合には、その第２拡張部材
９３のうち第２開口縁９１Ｌから最も離れた端部を第２特別端部Ｐ１１とする一方、図１
１（Ｃ）及び図１１（Ｄ）に示すように、第２拡張部材９３を備えていない場合には、第
２開口縁９１Ｌを第２特別端部Ｐ１１とすると、それら第１特別端部Ｐ１０と第２特別端
部Ｐ１１との間が、入賞口９１の実質的な入口９１Ｋ（本発明の「入賞入口」に相当する
）であると考えることができる。
【００６８】
　これを本実施形態に当てはめると、図１０に示すように、第１入賞口５７の右側におい
ては、第１入賞口５７の右側開口縁の真上に位置する釘Ｎ１０と、その釘Ｎ１０の真上の
釘Ｎ１１と、その釘Ｎ１１に左上２つの釘Ｎ１２，Ｎ１３との４つの釘Ｎ１０～Ｎ１３で
構成された釘壁ＮＷ１が上記した「第１拡張部材」に相当（遊技球を第１入賞口５７に導
く誘導部の少なくとも一部として構成されている）し、その釘壁ＮＷ１における第１入賞
口５７の右側開口縁から最も離れた釘Ｎ１３が、上記した「第１特別端部Ｐ１０」に相当
することになる。一方、第１入賞口５７の左側においては、アウト口５６が設けられてい
ないと仮定すると、サイド役物突部５１の側壁のうち第１入賞口５７と第３ガイドレール
３３との間に挟まれた部分と、サイド役物突部５１より上方の第３ガイドレール３３と可
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撓片３４とが連なっていることから上記した「第２拡張部材」に相当し、図１２に示すよ
うに、可撓片３４の先端部が上記した「第２特別端部Ｐ１１」に相当することになる。そ
して、第１特別端部Ｐ１０と第２特別端部Ｐ１１との間（図１２の符号Ｌ２参照）が、第
１入賞口５７の実質的な入口となる。この実質的な入口Ｌ２の開口幅は、１３５ｍｍより
大きくなっており、第１入賞口５７に過剰な量の遊技球が入賞するという考えになる。ま
た、遊技規則上、１３５ｍｍより大きい入賞口は、普通入賞口はもちろん大入賞口として
も認められない。
　なお、「第１拡張部材」に相当する釘Ｎ１０～Ｎ１３のうち釘Ｎ１１～Ｎ１３は第２下
部釘道６１の一部を構成しているが、釘Ｎ１１の下流側に連なっている釘は遊技球を第１
入賞口５７に誘導する役割がないため、第１拡張部材として考慮しないように構成されて
いる。
【００６９】
　これに対し、本実施形態では、サイド役物突部５１のうち第１入賞口５７と第３ガイド
レール３３とに挟まれる部分にアウト口５６を設けたので、上記した「第２拡張部材」に
相当する部分が第１入賞口５７とアウト口５６との間に限定され、第１入賞口５７の実質
的な入口が絞られて、第１入賞口５７に過剰な量の遊技球が入賞することが防がれる。こ
のように、アウト口５６を配置することで、第１入賞口５７を遊技規則に沿った入賞口と
して使用することができる。
【００７０】
　この場合、第１入賞口５７とアウト口５６との間の何れの部位が第２特別端部Ｐ１１に
相当するかだが、第１入賞口５７に遊技球を案内し得るという観点に基づけば、第１入賞
口５７の開口縁のうちアウト口５６側の開口縁に連なりかつアウト口５６における第１入
賞口５７側の開口縁より上方に位置しかつ遊技球の直径以上の空隙を有しない部分が前記
した「第２拡張部材」に相当すると考えられる。そうすると第１入賞口５７とアウト口５
６との間の釘Ｎ１４が前記した「第２拡張部材」及び「第２特別端部Ｐ１１」に相当する
ことになる。なお、釘Ｎ１４が無ければ、第１入賞口５７の開口縁のうちアウト口５６側
の開口縁が、「第２特別端部Ｐ１１」に相当することになる。
【００７１】
　そして、本実施形態では、第１入賞口５７の実質的な入口が、前記した「第２特別端部
Ｐ１１」に相当する釘Ｎ１４と、前記した「第１特別端部Ｐ１０」に相当する釘Ｎ１３と
の間（入賞入口）が、遊技球が丁度１つ通過する開口幅、即ち、１３ｍｍ以下になってい
る。これにより、第１入賞口５７を遊技機における一般的な普通入賞口として使用するこ
とができる。なお、第１入賞口５７の実質的な入口の開口幅を、例えば、５５ｍｍ以上、
１３５ｍｍ未満にして、第１入賞口５７を開閉する開閉扉を設け、第１入賞口５７を一般
的な大入賞口として使用してもよい。
【００７２】
　［他の実施形態］
　本発明は、前記実施形態に限定されるものではなく、例えば、以下に説明するような実
施形態も本発明の技術的範囲に含まれ、さらに、下記以外にも要旨を逸脱しない範囲内で
種々変更して実施することができる。
【００７３】
（１）前記実施形態では、ガイド斜面２６Ａが円弧状になっていたが、平坦であってもよ
い。
【００７４】
（２）さらに、前記実施形態では、退避斜面２６Ｂも円弧状になっていたが、平坦であっ
てもよく、跳上規制突部２６は、山形状であってもよい。
【００７５】
（３）また、退避斜面２６Ｂは、前記実施形態では、最接近位置Ｐ１から離れるに従って
第１下部釘道６０から遠ざかるように傾斜していたが、最接近位置Ｐ１から第１下部釘道
６０と平行に延びていてもよい。
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（４）また、ガイド斜面を有してガイド釘道に対向する跳上規制突部を複数備えてもよい
。
【００７７】
（５）前記実施形態では、左サイド役物５０を遊技領域Ｒ１の下部の左側に設けられてい
たが、遊技領域Ｒ１の上下方向の中間部に設けられていてもよい。
【符号の説明】
【００７８】
　１１　　遊技板
　３０　　領域包囲壁
　４９　　普通入賞装置（役物突部）
　４９Ａ　入賞口（中間入賞口）
　５１　　サイド役物突部
　５２　　上端傾斜部
　５３　　側面湾曲部
　５６　　アウト口（サイドアウト口）
　５７　　第１入賞口（サイド入賞口）
　５８　　第２入賞口（サイド入賞口）
　６１　　第２下部釘道（延長釘道）
　６１Ａ，６１Ｂ，６１Ｃ　　転落部
　９１Ｌ　第２開口縁
　９１Ｒ　第１開口縁
　９２　　第１拡張部材
　９３　　第２拡張部材
　Ｎ　　　釘
　ＮＷ１　釘壁
　Ｐ１０　第１特別端部
　Ｐ１１　第２特別端部
　Ｒ１　　遊技領域
　Ｒ３　　進入口
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